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個人情報保護法等と研究倫理指針との体系イメージ

厚生労働省厚生科学課資料をもとに作成

研究倫理指針（各法律の趣旨を包含）

個人情報保護法

４～７章：個人情報取扱事業者

等の義務、罰則等

＜対象＞ 民間事業者等(民間企業、

私立大学・学会、

私立病院等)

独立行政法人
個人情報保護法

＜対象＞独立行政

法人等(国の行政機関、

国立研究所等)

行政機関
個人情報保護法

＜対象＞国の行政

機関等(独立行政法人、

国立大学等)

個人情報
保護条例

＜対象＞地方公共

団体(地方公共団体、公

立大学、

公立研究機関、

公立医療機関等)

個人情報保護法
１～３章：基本理念、国及び地方公共団体の責務・施策等

個人情報の保護に関する基本方針（閣議決定）

民間分野 公的分野

ながはま０次予防
コホート事業にお
ける試料等の蓄積
及び管理運用に関
するルール

研究主体毎に適用される法律等は異なるものの、複数の機関での共同研究等において試料・

情報のやりとりに支障の出ることがないよう、すべての研究者が遵守すべき統一的なルールを定
めており、指針の遵守は必須である。 [文部科学省生命・倫理安全対策室]


